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図１．（１） 拒絶理由通知（特許）の応答期間内に行う期間延長請求 

国内居住者：１月延長 
在外者：１月単位で３月まで延長 

拒絶理由通知 

指定期間 
国内居住者：６０日、在外者：３月 

期間延長請求書 

〔出願人〕 

合理的な理由が必要 

〔出願人〕 

国内居住者：２月延長 
 在外者：２月（２回の請求により合計で３月）延長 

拒絶理由通知 

〔出願人〕 

意見書 〔審査官〕 

〔審査官〕 

理由1.：拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由  
理由2.：拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由  

※拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知（前置審査中のものを含む。）等についての期間満了前の延長請求の取り扱いは現行と同じ。 

〔出願人〕 

※在外者は３回まで請求可能 

※在外者は２回まで請求可能 

期間延長請求書 

指定期間 
国内居住者：６０日、在外者：３月 

補正書 

意見書 補正書 

合理的な理由は不要 
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図１．（２） 拒絶理由通知（特許）の応答期間経過後に行う期間延長請求 

延長請求可能期間＝２月 

拒絶理由通知 

期間延長請求書 

（期間徒過） 

〔出願人〕 

合理的な理由は不要 

期間内に応答・延長請求なし。 
※期間満了前に延長され
ている場合は期間経過後
の延長請求は不可。 

〔審査官〕 

※拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知（前置審査中のものを含む。）等の応答期間については、期間経過後の延長請求の対象外。 

指定期間 
国内居住者：６０日、在外者：３月 

意見書 補正書 

国内居住者及び在外者ともに
１回の請求で２月延長 


